
生活関連要望様式一覧 令和８年４月改定版

様式記載ﾍﾟｰｼﾞ 提出者 問合せ先(担当課) 電話番号

― 自治協 国土交通省西条維持出張所 082-423-2404
― 自治協 国土交通省呉国道出張所 0823-73-4798
― 自治協 西部建設事務所東広島支所 082-422-6911

改　　　良（事前にご相談ください） Ｐ２～６ 自治協 建設部道路建設課 082-420-0948
建設部維持課 082-420-0949
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

改　　　良 Ｐ１４～２１ 自治協 産業部農林整備課 082-420-0406
建設部維持課 082-420-0949
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

Ｐ１２～１３ 自治協 建設部災害河港課 082-420-0940

建設部維持課 082-420-0949
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623
東広島警察署 082-422-0110
危機管理課 082-420-0400

総務部危機管理課 082-420-0400
黒瀬支所地域振興課 0823-82-0216
福富支所地域振興課 082-435-2211
豊栄支所地域振興課 082-432-2563
河内支所地域振興課 082-437-1109
安芸津支所地域振興課 0846-45-1102

P４６～４７ 自治協 総務部危機管理課 082-420-0400

― 自治協 西部建設事務所東広島支所 082-422-6911
改修（事前にご相談ください） Ｐ７～１１ 自治協 建設部災害河港課 082-420-0940

黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623
建設部維持課 082-420-0949
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623
建設部災害河港課 082-420-0940
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

改良 Ｐ２２～２５ 自治協 産業部農林整備課 082-420-0406
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623
産業部農林整備課 082-420-0406
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

改      良 Ｐ２２～２５ 自治協 産業部農林整備課 082-420-0406
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課 082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

修繕全般 Ｐ４８～Ｐ４９ 自治協 都市交通部都市整備課 082-420-0955
黒瀬支所産業建設課 0823-82-0214
福富支所地域振興課 082-435-2302
豊栄支所地域振興課 082-432-4160
河内支所産業建設課    082-437-2901
安芸津支所産業建設課 0846-45-1623

Ｐ５０～５７ 自治協 地域づくり推進課 082-420-0924

Ｐ５８～６０ 自治協 広島県水道広域連合企業団　東広島事務所　工務課 082-423-6334

Ｐ６１ 自治協 総務部経営戦略チーム広報戦略担当 082-420-0919

※様式のない生活関連要望につきましては、市民生活課に提出してください。
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急傾斜地崩壊対策（事前にご相談ください）

自治協

自治協

自治協

自治協

自治協

自治協

防犯カメラ（設置補助）

自治協Ｐ４４～４５

横断歩道・信号機 ―

カーブミラー・ガードレール

Ｐ７～１１
河川改修

要望書受理等事務手続き

県管理河川

※申請書類は各担当課にありますので、申し出てください｡
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県道（国道３７５号・４３２号・４８６号を含む）

Ｐ２６～２７

港湾・漁港の維持修繕、改修

Ｐ２６～２７
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防犯灯（設置補助）

Ｐ２２～２５

自治協

小規模土地改良、
小規模災害復旧事業補助

※また、市役所ホームページ内の地域づくり推進課のページからもダウンロードできます。
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河川の維持修繕

Ｐ２８～４３

自治協

自治協

自治協

自治協

報道機関への情報提供

た め 池

公園内の施設の修繕
遊具以外の簡易な修繕 Ｐ４８～Ｐ４９
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集会所の整備（新築、改築、補修、購入）

頭首工・農業用排水路の
改良 要望書受理等事務手続き Ｐ２２～２５

要望書受理等事務手続き


